
①貨物情報の把握
・法令上、受託可能かどうか

など

②貨物取扱上の不審点の把握
・業態と受託貨物の不一致
・配送先が不明
など

①入庫予定情報の把握
・法令上、受託可能かどうか

など

②必要情報の提供依頼

など

③貨物取扱上の不審点の把握
・業態と受託貨物の不一致
・配送先が不明
など

①貨物の同一性確認

など

②貨物取扱上の不審点の把握

③適切な蔵置管理の実施
・さし札の実施（内・外貨の別など）
・ロケーション管理
・社内システム管理
など

④保税台帳の記帳

など
①出荷準備

など

②事故発生時の連絡
・速やかな税関への報告

・再発防止策の事後検証
など

③保税台帳の記帳

など

※  この業務フローは参考例ですので、全ての事業者に当てはまるものではありません。
  　 また、必要な事項が記載されたものであれば、形式等は問いません。
     具体的な内容につきましては各税関のAEO担当部門までお問合せください。

業務手順 顧客（荷主）

・入庫通知と同一の貨物が到着し
たかどうか
・社内システム、バーコード管理等
確実な受入検査の実施

・到着した貨物が通常の貨物と異
なるところは無いか
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入
庫
通
知
か
ら
入
庫
準
備
ま
で

・貨物に関する正確な情報提供が
あるか

・貨物に関する正確な情報提供が
あるか
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出
庫
指
示
か
ら
出
庫
ま
で

・顧客の指示に則った確実な荷揃
えの実施

など3

入
庫
か
ら
保
管
管
理
ま
で

・他社貨物、指示外貨物を巻き込
むことない確実なチェックの実施

引
き
合
い
か
ら
受
託
ま
で

1

保税業務に係る業務フローの例

税関 特定保税承認者

ＡＥＯ部門 管轄保税 総括管理部門
顧客管理部門
（営業部門）

備考
貨物管理部門 法令監査部門

・確実かつ速やかな保税台帳の
記帳の実施

・原因究明及び再発防止策の検
討

・確実かつ速やかな保税台帳の
記帳の実施

・貨物の同一性確認に必要かつ
十分な情報提供があるか

　

　　　不審貨物発見時の

確実な連絡・通報体制の構築

引き合い 審査

受託

審査

問題なし

問題あり

相談

報告

問題なし

問題あり

検討

手続教示

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

審査

問題なし

問題あり

問題なし

問題あり

必要情報提
供依頼

入庫

関係書類

入庫通知

入庫通知

必要情報提
供依頼

相談

報告

相談

報告
必要に応じて

審査

審査
貨物

問題なし

貨物

保税台帳

問題あり

相談

報告

入庫伝票

入庫報告

貨物内容確
認

貨物内容確
認

相談

報告

入庫報告

相談

報告
必要に応じて

社内調整

社内調整

相談

報告

相談

報告

必要に応じて

出庫指示 出庫指示 荷揃え

確認

出庫伝票

作成

保税台帳

問題なし

問題あり

出庫報告 出庫報告

相談

報告

相談

報告

相談

報告
　

社内調整

原因究明

再発防止

事故報告確実な

連絡体制

http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/list.htm

